
庁 議 資 料 

令和２年５月１２日 

市民生活部市民生活課

特別定額給付金事業について 

１ 事業目的 

新型コロナウイルス感染防止拡大に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計

への支援を行う 

２ 実施主体、経費負担及び事業費（予算） 

     ・実施主体  市町村 

・経 費  国補助（10/10） 

・事 業 費  ７９５億円（給付費 ７８９億円 事務費 ６億円） 

３ 給付対象者及び受給者 

   ・給付対象者 令和２年４月２７日（基準日）において住民基本台帳に記録されて  

いる方 

   ・受給者   住民基本台帳に記録されている方の属する世帯の世帯主 

※人口７８６，６７５人  世帯数３４２，６９８世帯（基準日現在） 

       マイナンバーカード普及率は１０．６％    （令和２年３月末） 

４ 給付額 

     ・給付対象者１人につき１０万円 

５ 申請及び給付方法等 

①先行申請（感染拡大の影響を受け収入が減少し、生活に困っている世帯に対し先行 

して申請書の配布及び給付を行う。） 

・申請書配布開始日  ５月 ８日（金） 

・給付開始日     ５月１５日（金） 

②オンライン申請 

・申請受付開始日   ５月１１日（月） 

・給付開始日     ５月２２日（金） 

③郵送申請 

    ・申請書発送日    ５月２２日（金）※順次発送２５日完了 

    ・給付開始日     ５月２９日（金） 

※ 申請期限      ８月１７日（月） 



６ 給付金センターの設置 

〇期  日  令和２年５月１８日（月） 

〇場  所  市役所分館２階 

〇業務内容  特別定額給付金に関する事務及びコールセンター 

          ・専用ダイヤル ０５７０－０１２－０８５ 

          ・開設時間   午前８時３０分～午後５時３０分（平日のみ） 

 【問い合わせ先】 

                      新潟市市民生活部市民生活課（田中） 

                       TEL：０２５－２２６－１００９ 

                       内線：３１００９ 


